
道善・恵子地区の都市計画決定・変更について（案の概要）

1.地区の概要について

道善・恵子地区は、市街化区域（一部に平成２９年ＤＩＤを含む）に三方を囲まれた市街化調整区域であり、大部分

が農地となっているが、近年、住宅をはじめ保育所などの土地利用が進められている地区である。

また、市内及び福岡都市圏の公共交通であるバス発着拠点の西鉄バス那珂川営業所に隣接し、商業店舗等が

集積する道善交差点に近接する地区であり、このような優れた立地条件から、那珂川市都市計画マスタープランに

おいて「農業生産との調整に十分配慮したうえで、土地区画整理事業等の市街地開発事業による宅地造成、商業

施設及び医療・福祉施設等の誘導や住宅整備を検討していく」地区として位置付けられている。

今回、将来にわたり無秩序な開発による環境悪化を防ぐとともに、本地区の立地条件を活かし、市の公共交通拠

点として商業・医療・福祉機能が融合する利便性の高い住環境形成を図ることが期待できる土地区画整理事業を

含めた都市計画の決定等を行う。併せて、周辺地域への配慮、市街地環境の保全のため地区計画を定める。

市街化区域編入区域：約8.6ha

用途変更区域：約10.3ｈａ

土地区画整理事業区域：約9.3ha

地区計画区域：約10.3ha

2.土地区画整理事業について

■事業概要

面 積：約9.3ｈａ

施行主体：組合施行

総事業費：約17億円

減 歩 率：約５０％

地権者数：４２名

誘導施設：商業施設、医療・福祉施設などの機能、

道路旅客運送施設

■事業計画

【土地利用】

公共交通と連携した利便性の高い住環境の整備に向けた

住宅地と商業・医療・福祉施設等の施設を適切に配置する

【公共施設等】

道 路：約1,900ｍ

公 園：2か所（約0.3ｈａ）

調整池：1か所（約0.1ｈａ）

・地区内に新たな区画道路（W=16ｍ）などの整備を行う。

・公共交通（西鉄バス等）と連携して、拠点にふさわしい都

市機能の強化を図る

【参考】那珂川市都市計画マスタープラン
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４. 全体スケジュール（市決定分）

Ｒ2.5 市都市計画審議会

（商業機能「Ａ地区」の立地評価に関する意見聴取）

Ｒ2.8 計画原案の閲覧・公聴会（開催なし）

Ｒ2.9 県知事との事前協議

Ｒ2.12 計画案の縦覧（意見なし）

Ｒ3.1 市都市計画審議会に付議

----------今後の予定----------

Ｒ3.2 県知事との法定協議

Ｒ3.4 都市計画決定・変更の告示

土地区画整理事業認可申請

Ｒ7.3 工事完了

Ｒ7.10 換地処分

Ｒ8.3 事業完了

3.決定・変更する都市計画について

市街化
調整区域

地区計画区域（約10.3ha）

土地区画整理事業区域（約9.3ha）

区画道路

街区公園（約0.3ha）

【凡例】

【凡例】

市街化編入区域（8.6ha）

市街化
調整区域
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都市計画の概要
Ａ地区
（商業住宅ゾーン）

Ｂ地区
（バス営業所ゾーン）

Ｃ地区
（医療・福祉ゾーン）

Ｄ地区
（住宅利便ゾーン）

Ｅ地区
（住宅ゾーン）

Ｆ地区
（住宅ゾーン）

面積（約10.3ha） 約2.8ha 約2.1ha 約1.3ha 約0.8ha 約2.9ha 約0.4ha

変
更
前

区域区分
市街化区域

市街化調整区域
市街化調整区域

用途地域
第一種住居地域

ー（市街化調整区域）
ー（市街化調整区域）

容積率／建ぺい率 （％） 200／60 200／60

地区計画 な し

土地区画整理事業 な し

変
更
後

区域区分 市街化区域

用途地域 準住居地域 準工業地域 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域

容積率／建ぺい率 （％） 200／60 200／60 200／60 80／40

地
区
計
画

用途の制限
パチンコ屋、病院、倉庫業
倉庫など

劇場、カラオケボックス、パ
チンコ屋、倉庫業倉庫など

ホテル、旅館、ボーリング場、
自動車修理工場など

ボーリング場、病院、老
人ホーム、自動車修理
工場など

ホテル、旅館、ボーリング
場、病院、老人ホーム、自
動車修理工場など

公衆浴場、老人ホームなど

土地区画整理事業 道善・恵子土地区画整理事業


